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◎　条　例	 　所管課（室）名
　○長崎県議会委員会条例の一部を改正する条例  議 会 事 務 局

　長崎県議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和５年３月24日

長崎県知事　大石　賢吾　
長崎県条例第14号
　　　長崎県議会委員会条例の一部を改正する条例
　長崎県議会委員会条例（昭和38年長崎県条例第47号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

条　　　　　例

改正後 改正前

（常任委員会の委員の定数及び所管） （常任委員会の委員の定数及び所管）
第２条　常任委員会の委員の定数及び所管は、次のとおりと
する。ただし、議長は、臨時に設けられた事務について、
特に必要と認めるときは、別にその所管を定めることがで
きる。

第２条　常任委員会の委員の定数及び所管は、次のとおりと
する。ただし、議長は、臨時に設けられた事務について、
特に必要と認めるときは、別にその所管を定めることがで
きる。

⑴　総務委員会　12人以内 ⑴　総務委員会　12人以内
秘書・広報戦略部、企画部、総務部（学事に関する事
務を除く。）、危機管理部及び地域振興部の分掌に属する
事務並びに出納局の所管に属する事務並びに人事委員
会、公安委員会、労働委員会、選挙管理委員会及び監査
委員の所管に属する事務並びに他の委員会の所管に属し
ない事務

危機管理、防災、消防、危険物の規制等に関する事務、
企画部、総務部（学事に関する事務を除く。）及び地域
振興部の分掌に属する事務並びに出納局の所管に属する
事務並びに人事委員会、公安委員会、労働委員会、選挙
管理委員会及び監査委員の所管に属する事務並びに他の
委員会の所管に属しない事務

⑵～⑸　略 ⑵～⑸　略

　　　附　則
（施行期日）
１　この条例は、令和５年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長崎県議会委員会条例（以下「旧条例」という。）の規
定による常任委員会の委員で次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それ
ぞれ同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の長崎県議会委員会条例（以下「新条例」という。）の規定に
よる常任委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は、旧条例の規定による委員会の委員
長、副委員長及び委員のそれぞれの残任期間とする。

総務委員会 総務委員会

３　この条例の施行の際、現に旧条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、新条例の規定
によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。



― 2 ―

令和５年３月24日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外（２）

発
行
者
　
長
　
崎
　
県

　
　
　
　
長
崎
市
尾
上
町
三
番
一
号

電
話
代
表（
八
二
四
）一
一
一
一

　
　
直
通（
八
九
五
）二
一
一
四

印
刷
所
　
長
崎
市
弥
生
町
八
番
三
十
号
　
　
株
式
会
社
　
岩
永
印
刷
所

印
刷
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩

永

泰

明


	令和５年３月24日付け長崎県公報号外（２）
	条例
	長崎県議会委員会条例の一部を改正する条例（議会事務局）



